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2 日本国憲法の基本原理
日本国憲法は，国民主権，基本的人権の尊

そん

重
ちょう

，恒
こう

久
きゅう

平和主義を三

大基本原理とする。

国民主権
日本国憲法は，国民主権を採用した（前文）。

そのため，天皇の地位は，「主権の存する日

本国民の総意」にもとづく，日本国および日本国民統合の象
しょう

徴
ちょう

とさ

れた（第 1条，象徴天皇制）。天皇は形式的・儀礼的な国事行為のみ

をおこない，政治的な権能はいっさいもたない（第 4条）。

基本的人権の尊重
日本国憲法は，すべての人間を個人として尊

重すること（個人の尊重）を人権保障の基本原

理としたうえで（第13条），「侵
おか

すことのできない永久の権利」として，

国民の基本的人権を保障した（第11条・第97条）。

平和主義
過去の侵

しん

略
りゃく

戦争への反省から，日本国憲法は，

恒
こう

久
きゅう

平和主義を採用し，戦争の放
ほう

棄
き

・戦力の

不保持・国の交戦権の否認を定めている（第 9条）。また前文で，全

世界の国民の平和的生存権を保障している。

最高法規性
憲法は国の最高法規であって，それに違反す

る法律などは効力を有しない（第98条 1 項）。

憲法の最高法規性を定める第10章の最初の条文（第97条）があらため

て基本的人権の不
ふ

可
か

侵
しん

性を宣言しているのは，憲法は基本的人権を

保障するための法であるから最高法規なのである，という考え方を
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日本国憲法の三大基本原理と
は何か。また，その考え方は，
日本国憲法にどのように規定さ
れているのだろうか。

日本日本日本日日日

1『あたらしい憲法のはなし』　
戦争放棄の考え方を示したさし
絵。

＊1　 国事行為
内閣の助言と承認によりおこな
う。内閣総理大臣や最高裁判所
長官の任命，法律の公布，国会
の召

しょう

集
しゅう

，衆議院の解散，栄典の
授与，外国の大使・公使の接受
（第 6条，第 7条）など。

＊2　 国民投票法
日本国憲法は，憲法改正国民投
票の具体的なやり方を定めてい
ない。この手続きを定めたのが，
「日本国憲法の改正手続に関す
る法律（国民投票法）」である。
おもな内容は，①国民投票のテ
ーマは憲法改正に限定，②投票
年齢は18歳以上，③公務員と
教育者の国民投票運動の制限，
④テレビなどによる広告の禁止
である。

❶憲法尊重擁護義務を国民に課
していないのは，憲法は国民で
はなく，国家権力をしばるもの
であるという，立憲主義の考え
方の真

しん

髄
ずい

を示すものである。

2日本国憲法と大日本帝国憲法の比較

日本国憲法 大日本帝国憲法

主権 国民主権 天皇主権

天皇 日本国および日本国民統合の象徴
国政に関する機能はもたない

神聖不可侵で，元首として統治権を
総
そう

攬
らん

（一手に掌
しょう

握
あく

する）

戦争と軍隊 恒久平和主義（戦争の放棄，戦力の不
保持，交戦権の否認）

天皇に直属する陸海軍
統帥権の独立

国民の権利 永久不可侵の基本的人権 「臣民」としての権利
法律によればいかなる制限も可能

議会 国権の最高機関 天皇の立法権に協賛（同意の意思を表
示）する機関

内閣 行政の最高機関 憲法上の制度ではなく，各国務大臣
が天皇を輔

ほ

弼
ひつ

（助ける）

裁判所 司法権の独立を保障 天皇の名による裁判

地方自治 地方自治の本
ほん

旨
し

を尊重 規定なし

改正 国会の発議→国民投票 天皇の発議→議会の議決
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強調するためである。また，天皇・摂政および国務大臣（内閣総理

大臣を含む），国会議員，裁判官その他の公務員は，憲法尊重擁
よう

護
ご

義務を負
お

う（第99条）。

憲法改正
憲法改正とは，憲法の定める手続きに従い，

憲法の個別条項について削
さく

除
じょ

・修正すること

により，または，新たな条項を加えることによって，憲法を変
へん

更
こう

す

ることをいう。最高法規である憲法の改正には，通常の法律の改正

と比
くら

べて，厳
げん

格
かく

な手続きが定められている（硬
こう

性
せい

憲法）。両議院の総

議員の 3分の 2以上の賛成で国会が改正案を発議し，国民投票で過

半数の賛成を得る必要がある（第96条）。

憲法改正の手続きをふんでも，憲法の基本原理を変更することは，

改正の限界をこえるものであり，許されないとされる。日本国憲法

について，国民主権，基本的人権の尊重，恒久平和主義の 3つの基

本原理は，憲法改正の限界に当たると一般に理解されている。

❶

▶時事

❷

▶KEYWORD ＊2

キーワード

解釈改憲

憲法違反の疑いのある事実を，
明文改正の手続きをとらずに，
憲法解釈によって正当化するや
り方を批判するさいに使う用語。
憲法第 9 条との関係で自衛隊
を正当化する政府解釈が，その
典型とされる。

K
E

Y
W

O
R

D

❷2014年 7 月，政府は，長年の
間
あいだ

，政府見解においても違憲と
されてきた集団的自衛権の行使
を部分的に解禁した（→p.69）。
これに対しては，憲法改正とい
う正式の手続きではなく，解釈
の変更というかたちで，長年維
持されてきた憲法上の基本原理
を変更する「解釈改憲」であり，
立憲主義に反するとの批判もあ
る。

時事コラム時事コラム 憲法改正への動き
1

日本国憲法は制定以来，一度も改正されていな
いが，憲法改正の動きは，1950年代から存在した。
当時の目的は，第 9条を廃

はい

止
し

して自衛隊の存在を
認めることのほか，天皇の権限強化や人権制

せい

約
やく

の
拡
かく

大
だい

など，明治憲法への復帰を求める性格の強い
ものであった。近年の憲法改正論の特

とく

徴
ちょう

は，環境
権やプライバシーの権利など新しい人権の保障や，
憲法裁判所の設置，地方分権など，将来の課題へ
の対応のための改正案を含む点にある。ただし，
憲法改正の主眼は，第 9条を改正して，自衛隊の
海外出動を可能にすることにあった。たとえば，
自民党は2012年 4 月，天皇の｢元首｣化，「国防軍」
の設置，緊

きん

急
きゅう

事態条項の新設などをもりこむいっ
ぽう，戦力不保持と交戦権の否認を削除する ｢日
本国憲法改正草案｣を公表している。
現在，憲法改正の論点として，緊急事態条項や
環境権の導入などが議論されている。また，安全
保障環境の変化を受けて，自衛隊がひろく海外で
活動できるようになったこともあり，憲法第 9条
を改定すべきとの意見もある。
2016年 7 月の参院選および2017年10月の衆院選
の結果，自民党をはじめ憲法改正に賛成する勢力
が，議席を増やし，両院の憲法審

しん

査
さ

会では，憲法

改正に関する議論が本格化しつつある。一方，改
正の具体的内容については意見が一致していない。
憲法は国家の基本法なので，改正の必要性や是

ぜ

非
ひ

を慎
しん

重
ちょう

に議論することが望まれる。

憲法改正の手続き（衆議院先議の場合）

国会 天皇

改正原案 国会議員（衆議院100人以上，参議院50人以上）
の賛成による

国民投票

衆議院

国
民
の
名
に
お
い
て
公
布

参議院

廃案

提
出

送
付

改
正
の
発
議

承
認

憲法審査会
での可決

総議員の
2/3以上
の賛成

2/3未満
の賛成

憲法審査会
での可決

総議員の
2/3以上
の賛成

有効投票の
過半数の
賛成

有効投票の
半数以下の
賛成2/3未満

の賛成


